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平塚市のごみ焼却施設、ごみ破砕施設では、「平塚市節電対策方針」に

基づき、使用電力を抑制します。このため、処理できるごみの量が少

なくなります。 
 

７～９月は、1 年のうちでも特にごみが多く出される季節です。できる

だけ出さない工夫をしてください。ごみを出すときは、資源再生物

（紙・衣類など）は分別して排出し、生ごみは水切りを行うなど、ご

協力お願いします。 
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平塚市のごみ処理状況をお知らせします。 
ごみの量は、ここ数年減少傾向ですが、引き続き皆さまのご協力をお願いします。 
 

 

 

 

 

【平成２２年度 

燃せるごみの内訳】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

（※22年度ごみ処理経費は集計中） 

（※22年度ごみ総排出量は速報値です） 
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平塚市のごみ処理状況  

 

【ごみ総排出量/ごみ処理経費】
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正しい紙・布類の分別

できていますか？ 

生ごみの水切り 

にご協力を！ 

ごみ総排出量－棒グラフ・左目盛 

ごみ処理経費－折線グラフ・右目盛 



 

                      平塚市の「燃せるごみ」のうち 

                               約２０％ が生ごみです！ 

                      夏は、特に生ごみが多くなる季節。 

                      この夏は「生ごみ」に少し意識を向けて、 

                      生活してみましょう！ 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生ごみ減量大作戦 
-生ごみの水切りでごみを減らそう- 
 

 

「生ごみの減量宣言」を行った市民の方に、 

水切りを配布します！ 
 

 

■ 対 象：平塚市にお住まいの方 
 

■ 配布数：１世帯１個（先着 1000 名） 
 

■ 申 込：水切り宣言を資源循環課へ提出 

        （郵送・電子メール・持参可） 
 

■ 配 布：宣言を受付後、郵送 
 

■ 問い合わせ：資源循環課（21-9763） 
 

 

※宣言文は資源循環課・地区公民館で配布する他、 

 平塚市ホームページからもダウンロード可 

 

生ごみを出さない 

エコクッキングを 
 

賞味期限切れや食べ残しを少なくするた

め、食料品は必要な分だけ購入・調理する

よう心がけましょう！ 

 

 

 

生ごみの水切りを 
 

まずは「濡らさない」ことが大切です。 

野菜の皮などの調理くずは、初めから 

別にし、水に濡らさないようにしましょう。 
 

また、三角コーナーや水切りネットなどを

利用し、「水切り」を実践しましょう！ 

 

 

 

家電リサイクル対象品目は、 

適正に処理しましょう！ 
 

 

「テレビ」「冷蔵庫」「冷凍庫」「洗濯機」「エア

コン」「衣類乾燥機」は、家電リサイクル法によ

り、次の方法での処分をお願いします。 
 

① 廃棄する品物を以前購入した店に、 

引取りを依頼 

② 新品と買い替えた店に引取りを依頼 

③ 引取り場所へ直接搬入 

④ ①～③の手段がとれない場合は、 

環境業務課（21-8796）へお問合わせを 

 

火災の原因です！！！ 
 

キャンプなどで使うアウトドア用コンロに

燃料やガスが入ったまま、燃せないごみとして

出される事例が見受けられます。 

この燃料やガスが漏れ、引火した場合、収集車

や処理場が火災となり、大変危険です！ 
 

 

 

 

 

募 集 

守ろう！ごみ出しルール 

 

燃料やガスを全て抜いてから 

排出してください！ 
リサイクルにかかる費用は、排出者が負

担することになっています。 

みだりに捨てることは、不法投棄となり、

厳しく罰せられます。 


